
電話番号

税

今
月
の
納
期

５
月
25
日
ま
で
に

　
　
　
　
　

納
め
ま
し
ょ
う

総務企画課
　総務係　企画係　財政係
� ☎ 82-5210
自然首都推進室（ただみ・ブナ
と川のミュージアム）
� ☎ 82-5963
� FAX 72-8356
町民生活課
　町民税務係� ☎ 82-5110
　生活安全係� ☎ 82-5100
保健福祉課
　保　健　係� ☎ 84-7005
　福　祉　係
　成年後見センター
� ☎ 84-7010
農林建設課
　農　林　係� ☎ 82-5230
　建　設　係� ☎ 82-5270
交流推進課
　観光交流係　商工労働係
� ☎ 82-5240
会　計　室� ☎ 82-5120
只見保育所� ☎ 82-2219
認定こども園� ☎ 84-2038
明和保育所� ☎ 86-2249
朝日診療所� ☎ 84-2221
（歯科）� ☎ 84-2612
こぶし苑� ☎ 84-2101
只見公民館� ☎ 82-2141
朝日公民館� ☎ 84-2111
明和公民館� ☎ 86-2111
教育委員会� ☎ 82-5320
学校給食センター� ☎ 84-7180
議会事務局� ☎ 82-5300
農業委員会� ☎ 82-5230

●
軽
自
動
車
税
（
全
期
）

●
農
集
排
使
用
料
（
５
月
分
）

一
、
試
験
職
種
及
び
採
用
予
定
人
員

【
大
学
卒
程
度
】

○
土
木　
　
　
　

１
名
程
度

○
建
築　
　
　
　

１
名
程
度

【
資
格
免
許
職
】

○
保
健
師　
　
　

１
名
程
度

○
看
護
師　
　
　

１
名
程
度

二
、
受
験
資
格
（
学
歴
不
問
）

【
大
学
卒
程
度
】

○
土
木
・
建
築

　

昭
和
61
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
17

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、

無
資
格
も
し
く
は
未
経
験
の
方
は
、

採
用
後
、一
般
財
団
法
人
ふ
く
し
ま
市

町
村
支
援
機
構
に
お
い
て
、
数
年
間

専
門
的
な
技
術
の
習
得
が
で
き
る
者

【
資
格
免
許
職
】

○
保
健
師

　

仙
台
国
税
局
で
は
、
税
務
の
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る
バ
イ

タ
リ
テ
ィ
ー
あ
ふ
れ
る
税
務
職
員
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
国
の
財
政
を
支

え
る
税
務
職
員
に
、
あ
な
た
も
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

一
、
受
験
資
格

⑴　

令
和
８
年
４
月
１
日
に
お
い
て

高
校
、
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒

　

昭
和
51
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
者
で
、
保
健
師（
保
健
婦
）の
免

許
を
有
す
る
者
、
又
は
令
和
９
年
３

月
末
ま
で
に
資
格
取
得
見
込
み
の
者

○
看
護
師

　

昭
和
51
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
者
で
、
看
護
師（
看
護
婦
）の
免

許
を
有
す
る
者
、
又
は
令
和
９
年
３

月
末
ま
で
に
資
格
取
得
見
込
み
の
者

三
、
試
験
の
方
法

【
第
一
次
試
験
】

○
土
木
・
建
築

　

教
養
試
験（
大
学
卒
程
度
）・
専
門

試
験
及
び
事
務
適
性
検
査
・
性
格
特

性
検
査
・
職
場
適
応
性
検
査

○
保
健
師
・
看
護
師

　

職
務
能
力
試
験
及
び
職
務
適
応
性

検
査

【
第
二
次
試
験
】

　

小
論
文
・
面
接
に
よ
る
試
験
（
第

一
次
試
験
合
格
者
）

四
、
第
一
次
試
験
の
日
時
、
会
場

▽
日
時

　

令
和
８
年
７
月
12
日（
日
）

　

午
前
９
時
受
付
～

※
試
験
内
容
に
よ
り
終
了
時
間
は
異

な
り
ま
す
。

▽
会
場

福
島
大
学

�

（
福
島
市
金
谷
川
１
番
地
）

五
、
発　
表

　

役
場
掲
示
板
に
合
格
者
受
験
番
号

を
掲
示
す
る
ほ
か
、
本
人
に
通
知
し

ま
す
。

六
、
採　
用

　

合
格
者
は
採
用
候
補
者
名
簿
に
登

載
さ
れ
成
績
順
に
町
長
が
採
用
す
る

者
を
決
定
し
ま
す
。（
名
簿
の
有
効
期

間
は
一
年
間
）

七
、
受
験
手
続
及
び
受
付
期
間

▽
申
込
用
紙
の
請
求

　

総
務
企
画
課
及
び
朝
日
・
明
和
公

民
館
で
交
付
し
ま
す
（
郵
送
に
よ
る

場
合
は
、
１
４
０
円
切
手
を
貼
っ
た

自
分
宛
の
返
信
封
筒
角
形
２
号
を
添

付
す
る
こ
と
）。

▽
申
込
の
方
法

　

申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し

総
務
企
画
課
に
持
参
又
は
郵
送
に
よ

り
提
出
く
だ
さ
い
（
い
ず
れ
の
場
合

も
１
１
０
円
切
手
を
貼
っ
た
自
分
宛

の
返
信
封
筒
長
形
３
号
を
添
付
す
る

こ
と
）。

▽
受
付
期
間

　

令
和
８
年
５
月
13
日
か
ら
６
月
12

日
ま
で
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
６

月
10
日
ま
で
の
消
印
有
効
）

●
お
問
合
せ
先

　

只
見
町
役
場
総
務
企
画
課
総
務
係

　

☎
０
２
４
１
－
82
－
５
２
１
０

業
後
３
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
、

及
び
令
和
９
年
３
月
ま
で
に
高
校
、

又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
す
る

見
込
み
の
者

⑵　

人
事
院
が
１
に
掲
げ
る
者
に
準

ず
る
と
認
め
る
者

二
、
受
験
申
込
受
付
期
間

令
和
８
年
６
月
12
日（
金
）か
ら

　
　
　
　

６
月
24
日（
水
）ま
で

三
、
受
験
申
込
受
付
期
間

　

受
験
申
し
込
み
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
申
し
込
み
と
す
る
。

　

国
家
公
務
員
試
験
採
用
情
報
Ｎ
Ａ

Ｖ
Ｉ（https://w

w
w
.jinji.go.jp/

saiyo/saiyo.htm
l

）

四
、
第
一
次
試
験
日

　

令
和
８
年
９
月
６
日（
日
）

●
お
問
合
せ
先

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課

試
験
研
修
係

☎
０
２
２
－
２
６
３
－
１
１
１
１

�

内
線
３
２
３
６

人
事
院
東
北
事
務
局

☎
０
２
２
－
２
２
１
－
２
０
２
２

試
　
験

令
和
９
年
度
只
見
町
職
員（
大

学
卒
程
度
）（
資
格
免
許
職
）採

用
候
補
者
試
験
を
行
い
ま
す

令
和
９
年
度 

国
家
公
務
員

「
税
務
職
員
」（
高
校
卒
業
程
度
）

採
用
試
験
を
行
い
ま
す
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毎
年
５
月
31
日
は
、世
界
保
健
機
関（
Ｗ

Ｈ
Ｏ
）が
定
め
る
「
世
界
禁
煙
デ
ー
」
で
あ

り
、
日
本
で
は
５
月
31
日
か
ら
６
月
６
日

ま
で
を
「
禁
煙
週
間
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

喫
煙
は
、
が
ん
を
は
じ
め
、
脳
卒
中
や

虚
血
性
心
疾
患
、慢
性
閉
塞
性
肺
疾
患（
Ｃ

Ｏ
Ｐ
Ｄ
）や
結
核
、糖
尿
病
、歯
周
病
な
ど
、

多
く
の
病
気
と
関
係
し
て
お
り
、
予
防
で

き
る
最
大
の
死
亡
原
因
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。

　

喫
煙
は
喫
煙
者
本
人
に
と
ど
ま
ら
ず
、

周
囲
の
人
へ
の
健
康
影
響
も
非
常
に
大
き

い
こ
と
か
ら
、
健
康
増
進
法
の
改
正
（
令

和
２
年
４
月
）
に
よ
り
、
た
ば
こ
の
煙
と

周
囲
へ
の
配
慮
は
、
マ
ナ
ー
か
ら
ル
ー
ル

へ
と
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
本
県
で

は
、
令
和
３
年
４
月
１
日
に
「
ふ
く
し
ま

受
動
喫
煙
防
止
条
例
」
を
施
行
し
、
受
動

喫
煙
防
止
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
機
会
を
と
ら
え
て
、
自
分
の
健
康

５
月
31
日
は

�

世
界
禁
煙
デ
ー

行
政
に
関
す
る
相
談
を

受
け
付
け
て
い
ま
す

　

行
政
相
談
委
員
は
、
地
域
住
民
の
皆
さ

ん
か
ら
国
の
行
政
全
般
に
関
す
る
意
見
・

要
望
を
受
け
付
け
、
皆
さ
ん
と
関
係
行
政

機
関
等
と
の
間
に
立
っ
て
、
そ
の
解
決
を

促
進
す
る
よ
う
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

・
ど
こ
に
相
談
し
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い

・
役
所
に
申
請
し
た
が
、手
続
き
が
進
ま
な
い

・
道
路
・
公
共
施
設
が
壊
れ
て
い
て
危
な
い

・
道
路
・
公
共
施
設
を
使
い
や
す
く
し
て
ほ

し
い

・
手
続
き
や
窓
口
を
教
え
て
も
ら
っ
て
解
決

・
役
所
に
調
整
し
て
も
ら
っ
て
解
決

・
壊
れ
て
い
た
箇
所
が
修
理
さ
れ
て
解
決

・
道
路
案
内
標
識
が
分
か
り
や
す
く
な
っ
て

解
決

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

●
只
見
町
担
当
行
政
相
談
委
員

　

目
黒
真
弓
さ
ん（
小
川
）

　

☎
84
－
２
７
０
８

こ
ん
な
時
は
行
政
相
談
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

や
大
切
な
家
族
、
た

ば
こ
を
吸
わ
な
い
方

の
た
め
、
禁
煙
に
つ

い
て
考
え
て
み
ま
し

ょ
う
！

●
お
問
合
せ
先

　

南
会
津
保
健
福
祉
事
務
所
総
務
企
画
課

　

☎
０
２
４
１
－
63
－
０
３
０
２

◉小谷野推進協議会長ら来庁
　「Fukurumカード申込式」が４月２２日に役場町下
庁舎で行われました。Fukurumカード推進協議会の
小谷野繁樹会長（福島県県産品振興戦略課長）らが来
庁し、町はFukurumカードの申し込みを行いました。
　小谷野会長は「県内外の方にカードをご利用いただ
き、令和６年度は約２６７万円が基金へ拠出された。
新たに申し込みいただいたことに感謝したい」とあい
さつしました。また、渡部町長は「Fukurumカード
の利用を通じて、県内の学生が行う取り組みに町とし
て協力したい」と話しました。▲来庁した小谷野会長（左）

◉Fukurumカードとは
　Fukurumカードはクレジット機能付きの会員カードです。東日本大震災の発生以降、福島県の復旧・復
興に向け、県内外から支援してくださる気持ちと支援に対する感謝の気持ちを結び付けるため、福島県が
平成２４年１２月に（公財）福島県観光物産交流協会及び（株）日専連ライフサービスと連携し、Fukurum
カードを発行しました。
　Fukurumカードで決済すると、利用額の０．６％が「ふくしまの未来を創るFukurum基金」へ拠出さ
れます。この基金は、福島県の復興や県産品の風評払拭に向け、県内の高等学以上の学校や学生が取り
組む県産品の商品開発や販売活動への支援に役立てられています。

只見町が F
フ　ク　ラ　ム

ukurumカードに申し込みました!
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